
紙おむつ支給事業
370円
寝たきりの方を
在宅介護している
家族を支援

お願い：すでに会員となられている方で、会費を民生委員を通して納入されている方は、これまでどおり、民生委員への納入をお願いいたします。

年会費10
00円は

このように
生かされ

さまざまな
活動の

財源となっ
ています。

敬老杖支給
50円

75歳以上の方へ

小口生活資金貸付
10円

生活困窮者への
一時金貸付

ひきこもり支援事業
70円

若者・中高年の
社会参加支援

お祝い品の贈呈
210円

長寿高齢者世帯等の方へ
長寿を祝して

※会費はすべて事業と助成の財源となり、事務費・人件費には使いません。
　会費は確定申告時に所得控除・税額控除の対象となります。

品川区社会福祉協議会の
会員になりませんか
地域福祉を推進する品川区社会福祉協議会では
会員を募集しています。
会費を納めていただくことがボランティア活動（協力）です。
会員として品川区の地域福祉の活動を応援してください。

会員
 募集中！

　一般会員／年1,000円より
　団体会員／年5,000円より

福祉団体・ボランティア
団体助成

おでかけサービス事業
230円

ほっと♥サロン
運営費助成

60円
地域の高齢者や
親子が集う場所

民
生
委
員
に
な
じ
み
の
な
い
方
は
、
こ
の
払
込
取
扱
票
を
活
用
い
た
だ
き
、
郵
便
局
・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
で

ご
納
入
く
だ
さ
い
。（
手
数
料
無
料
）

入
会
方
法
に
つ
き
ま
し
て
は
、裏
面
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

02
通常払込料金
加入者負担

払 込 取 扱 票 振替払込請求書兼受領証

様

様

口 座 記 号 番 号

東　京

（電話番号　　　　　--　　　　　--　　　　　）

裏面の注意事項をお読みください。（ゆうちょ銀行）（承認番号東第 55191号）
これより下部には何も記入しないでください。

この受領証は、大切に保管してください。

（郵便番号　　　　　　　　　　）お
と
こ
ろ

お
な
ま
え

おなまえ
※

※

※

※

※

※

千

千

通常払込
料金加入
者 負 担

百 十 万 千 百 十 円

百 十 万 千 百 十 円

加
入
者
名

各
票
の※

印
欄
は
、
ご
依
頼
人
に
お
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
く
だ
さ
い
。

記
載
事
項
を
訂
正
し
た
場
合
は
、
そ
の
箇
所
に
訂
正
印
を
押
し
て
く
だ
さ
い
。

通

信

欄

・

ご

依

頼

人

金
額

日

附

印

日 附 印

料
金

備
考

料

金

ご

依

頼

人

金
額

口
座
記
号
番
号

加
入
者
名

備

考

0 0 1 9 0 6 3 4 6 4 8 5

社会福祉法人　品川区社会福祉協議会

0 0 1 9 0

3 4 6 4 8 5

6

社会福祉法人
品川区社会福祉協議会

品川区社会福祉協議会
会費

【会員種別】お申込み種別の□にチェックを入れてください。

□新規入会
□継続入会

□一般会員 : 一口 1,000 円から
□特別会員 : 一口 5,000 円から
   （団体会員）切

り
取
り
線

切り取り線



貼　　　付

収入印紙
課税相当額以上

印

（ご注意）
・この用紙は、機械で処理しますの
で、金額を記入する際は、枠内に
はっきりと記入してください。ま
た、本票を汚したり、折り曲げたり
しないでください。
・この用紙は、ゆうちょ銀行又は郵
便局の払込機能付きATMでもご利用
いただけます。
・この振込書を、ゆうちょ銀行又は
郵便局の渉外員にお預けになるとき
は、引換えに預り証を必ずお受け取
りください。
・ご依頼人様からご提出いただきま
した払込書に記載されたおところ、
おなまえ等は、加入者様に通知され
ます。
・この受領証は、払込みの証拠とな
るものですから大切に保管してくだ
さい。

この場所には、何も記載しないでください。

品川区社会福祉協議会　会員会費

会費の納入をもって、入会とさせていただきます。

【入 会 方 法 】次の①～③のいずれかの方法で会費を納入してください。

①この「払込取扱票」に必要事項（お名前、ご住所、会員種別）

　をご記入の上、ゆうちょ銀行または郵便局でお振り込みく

　ださい。（振込手数料はかかりません）

②お近くの民生・児童委員にお申し出ください。

③品川区社会福祉協議会の窓口にお越しください。

【お問い合わせ】品川区社会福祉協議会　事務局庶務係

品川区大井 1-14-1　大井１丁目共同ビル 2階

TEL.03-5718-7171

入会に際し得た個人情報は、当会の事務事業の範囲で利用さ

せていただきますことをご了承ください。

ご理解、ご協力ありがとうございます。

切
り
取
り
線

切り取り線 ※

こ
の
払
込
取
扱
票
を
活
用
い
た
だ
き
、郵
便
局
・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
で
ご
納
入
く
だ
さ
い
。（
手
数
料
無
料
）

　
手
で
切
り
取
れ
ま
す
。

「税額控除に係る証明書」は、お問い合わせ先にご連絡いただくか、ホームペー
ジからダウンロードしてください。

会員募集中！　ご協力よろしくお願いいたします。

◎支え愛・ほっとステーション
　「しながわ」でつながる支え合いの
　支え愛・ほっとステーションは、身近な福祉の相談窓口とし
て13の地域センターで相談を受け付けています。どこに相談
したらいいか迷った時、ちょっとしたお手伝いが必要な時、例
えば腰痛で買い物ができないので買い物してほしい、通院に付
き添ってほしい、衣類の整理や資源ごみを拠点に持って行って
ほしいなどについて、地域のボランティアが対応します。支え
愛・ほっとステーションは地域の皆さんが支え合える関係づく
りの支援をします。（品川区からの受託事業）

◎みんなで気軽に集える居場所を作りたい方に
　（ほっと♥サロン）
　「ほっと♥サロン」は、地域のボランティアの皆さんが運営す
るサロンで、外出機会の少ない高齢者や障害者、子育て中の母親
等の身近な「交流の場」となっています。地域の支えあい活動を
実施する団体の立上げに必要な資金を助成するボランティア
ファンドやほっと♥サロン運営費助成等もあります。

◎エールしながわ
　若者・中高年のひきこもり等、生きづらさについて寄り添い、
これからについて考える仲間づくりを応援します。

◎いろいろな方とふれあいながらボランティアをし
　たい（福祉施設、ボランティア団体等）
　品川区には様々な福祉施設、ボランティア団体があります。
まず、ボランティアセンターに来て、ご自身に合っ
たボランティア活動を探しませんか。

◎これもボランティア活動です
　品川ボランティアセンターでは、区内の子ども食堂にさまざ
まなサポートをしています。ご自宅にある未開封の食品（お米や
調味料）や消耗品（洗剤やキッチンペーパー等）などを事務局に
お持ちいただければ、区内の子ども食堂にお届けいたします。
　また、赤い羽根共同募金や歳末たすけあい募金、寄付もボラン
ティアの一つです。ご協力をお願いいたします。

◎ボランティア活動をしてポイントをためよう
　（地域貢献ポイント事業）
　区内在住のおおむね60歳以上の方を対象に、区が指定する
ボランティア活動１回につき、１ポイントを差し上げていま
す。ためたポイントは区内共通商品券への交換または福祉施設
などに寄付できます。
※事前にボランティアセンターや対象施設などで申込みが必要です。

◎将来に備えて
　品川社協は、品川区民で親族のいない
一人暮らし高齢者や障害者の方を対象に、
元気なときから将来の不安に備える「あん
しんの 3点セット」（定期訪問などのあんしんサービス・任意後
見契約・公正証書遺言作成支援）のサービスを実施しています。

◎判断能力に不安のある高齢者や障害者等の方のために
　品川成年後見センターでは認知症、知的障害、精神障害などに
より、お金の管理や様々な契約手続き支援などが必要な方に、成
年後見制度の相談、手続き支援等をしています。
　成年後見制度が必要で親族のいない方には、品川社協が法人
後見人になり、身上保護※と財産管理を行います。相談から後見
受任までを品川成年後見センターが一貫して引き受けています。
※身上保護…被後見人の生活・医療・介護等の契約、手続きを行うこと

◎市民後見活動を希望している方に
・市民後見人の養成：品川区との共催で、市民後見人養成講座を
開催しています。この講座は、市民後見人として活動することを
目的とした実務型の養成講座です。
・品川社協が後見監督人として支援：市民後見人として受任し
た場合には、品川社協が後見監督人となり、相談・助言・指導等
を行っていきます。

◎あんしん居住サポート
　自立生活が可能な高齢者の住まい確保と見守り等の生活支援
を一体的に提供します。

◎ファミリー・サポート
　品川区在住で生後43日以上12歳までのお子さんを持つ保護
者の方の育児援助を有償ボランティア（会員制・利用料金：１
時間800円～900円）が行っています。
　ご利用の登録は、必ず事前に電話予約の上、お子様もいっしょ
に来所してください。
※ファミリー・サポートの援助活動のできる方も募集中！！
※区内には、大井と平塚の２つのファミリー・サポート・センターがあり、お
　住まいの住所によって登録先が異なります。電話で確認をお願いします。

◎掃除などの家事援助を有償ボランティア（協力会員）
　が行います
≪さわやかサービス≫
　品川区在住の高齢者や障害者、産前産後の方等を対象に、掃
除・洗濯・買い物などの家事援助を有償ボランティア（協力会員）
が行います。また通院など外出の付添や見守り・話し相手も行っ
ています。
【会員制　年会費 2,000 円　1時間 800円】
※さわやかサービスの活動に協力できる方（協力会員）募集中！！
　協力会員の年会費は無料です。

◎車いす利用者の通院などの外出を支援します
≪おでかけサービス≫
　車いすを利用されている方や一人での歩行が困難な方に、車
いすごと乗れる車で外出をサポートする「おでかけサービス」を
行っています。病院や福祉施設への送迎をはじめ、買物などのお
でかけにご利用いただけます。
　まずは、ご相談ください。職員がご自宅に伺い、ご説明いたし
ます。
【会員制　年会費 2,000 円　１回１時間以内 950円】
※おでかけサービス運転協力会員募集中！！

◎杖を支給しています
＜敬老杖＞　歩行が困難で、日常生活におい
て常時杖が必要な75歳以上の方が対象です。
　民生委員の訪問活動を通して、無料でお渡
ししています。必要な方はお近くの民生委員
にお尋ねください。
＜T字杖、白杖＞　身体障害者手帳を交付されている視覚障害の
ある方に白杖、下肢・体幹障害で歩行困難な方にＴ字杖を支給
しています。（品川区からの受託事業）

◎紙おむつを宅配して支援します（要介護３以上）
　常時おむつを必要とする要介護 3～ 5の方（心身レベルが同
程度の障害者を含む）を対象に、在宅介護者の応援も込めて無料
で宅配しています。要介護 1、2の方は、民生委員にご相談くだ
さい。
　また1か月以上、長期入院された65歳以上の方に、入院時に支払っ
た紙おむつ代の一部（1か月につき上限 5,000 円）を助成します。所
得制限はありますが、介護度の要件はありません。（品川区からの受託
事業）

◎品川区社会福祉協議会が携わっている主な事業

地域貢献をお考えの方に
●ボランティアセンターがお手伝いします

困った時、迷った時の
身近なふくしの相談窓口 相

談は
無料です！



◎支え愛・ほっとステーション
　「しながわ」でつながる支え合いの
　支え愛・ほっとステーションは、身近な福祉の相談窓口とし
て13の地域センターで相談を受け付けています。どこに相談
したらいいか迷った時、ちょっとしたお手伝いが必要な時、例
えば腰痛で買い物ができないので買い物してほしい、通院に付
き添ってほしい、衣類の整理や資源ごみを拠点に持って行って
ほしいなどについて、地域のボランティアが対応します。支え
愛・ほっとステーションは地域の皆さんが支え合える関係づく
りの支援をします。（品川区からの受託事業）

◎みんなで気軽に集える居場所を作りたい方に
　（ほっと♥サロン）
　「ほっと♥サロン」は、地域のボランティアの皆さんが運営す
るサロンで、外出機会の少ない高齢者や障害者、子育て中の母親
等の身近な「交流の場」となっています。地域の支えあい活動を
実施する団体の立上げに必要な資金を助成するボランティア
ファンドやほっと♥サロン運営費助成等もあります。

◎エールしながわ
　若者・中高年のひきこもり等、生きづらさについて寄り添い、
これからについて考える仲間づくりを応援します。

◎いろいろな方とふれあいながらボランティアをし
　たい（福祉施設、ボランティア団体等）
　品川区には様々な福祉施設、ボランティア団体があります。
まず、ボランティアセンターに来て、ご自身に合っ
たボランティア活動を探しませんか。

◎これもボランティア活動です
　品川ボランティアセンターでは、区内の子ども食堂にさまざ
まなサポートをしています。ご自宅にある未開封の食品（お米や
調味料）や消耗品（洗剤やキッチンペーパー等）などを事務局に
お持ちいただければ、区内の子ども食堂にお届けいたします。
　また、赤い羽根共同募金や歳末たすけあい募金、寄付もボラン
ティアの一つです。ご協力をお願いいたします。

◎ボランティア活動をしてポイントをためよう
　（地域貢献ポイント事業）
　区内在住のおおむね60歳以上の方を対象に、区が指定する
ボランティア活動１回につき、１ポイントを差し上げていま
す。ためたポイントは区内共通商品券への交換または福祉施設
などに寄付できます。
※事前にボランティアセンターや対象施設などで申込みが必要です。

◎将来に備えて
　品川社協は、品川区民で親族のいない
一人暮らし高齢者や障害者の方を対象に、
元気なときから将来の不安に備える「あん
しんの 3点セット」（定期訪問などのあんしんサービス・任意後
見契約・公正証書遺言作成支援）のサービスを実施しています。

◎判断能力に不安のある高齢者や障害者等の方のために
　品川成年後見センターでは認知症、知的障害、精神障害などに
より、お金の管理や様々な契約手続き支援などが必要な方に、成
年後見制度の相談、手続き支援等をしています。
　成年後見制度が必要で親族のいない方には、品川社協が法人
後見人になり、身上保護※と財産管理を行います。相談から後見
受任までを品川成年後見センターが一貫して引き受けています。
※身上保護…被後見人の生活・医療・介護等の契約、手続きを行うこと

◎市民後見活動を希望している方に
・市民後見人の養成：品川区との共催で、市民後見人養成講座を
開催しています。この講座は、市民後見人として活動することを
目的とした実務型の養成講座です。
・品川社協が後見監督人として支援：市民後見人として受任し
た場合には、品川社協が後見監督人となり、相談・助言・指導等
を行っていきます。

◎あんしん居住サポート
　自立生活が可能な高齢者の住まい確保と見守り等の生活支援
を一体的に提供します。

◎ファミリー・サポート
　品川区在住で生後43日以上12歳までのお子さんを持つ保護
者の方の育児援助を有償ボランティア（会員制・利用料金：１
時間800円～900円）が行っています。
　ご利用の登録は、必ず事前に電話予約の上、お子様もいっしょ
に来所してください。
※ファミリー・サポートの援助活動のできる方も募集中！！
※区内には、大井と平塚の２つのファミリー・サポート・センターがあり、お
　住まいの住所によって登録先が異なります。電話で確認をお願いします。

◎掃除などの家事援助を有償ボランティア（協力会員）
　が行います
≪さわやかサービス≫
　品川区在住の高齢者や障害者、産前産後の方等を対象に、掃
除・洗濯・買い物などの家事援助を有償ボランティア（協力会員）
が行います。また通院など外出の付添や見守り・話し相手も行っ
ています。
【会員制　年会費 2,000 円　1時間 800円】
※さわやかサービスの活動に協力できる方（協力会員）募集中！！
　協力会員の年会費は無料です。

◎車いす利用者の通院などの外出を支援します
≪おでかけサービス≫
　車いすを利用されている方や一人での歩行が困難な方に、車
いすごと乗れる車で外出をサポートする「おでかけサービス」を
行っています。病院や福祉施設への送迎をはじめ、買物などのお
でかけにご利用いただけます。
　まずは、ご相談ください。職員がご自宅に伺い、ご説明いたし
ます。
【会員制　年会費 2,000 円　１回１時間以内 950円】
※おでかけサービス運転協力会員募集中！！

◎杖を支給しています
＜敬老杖＞　歩行が困難で、日常生活におい
て常時杖が必要な75歳以上の方が対象です。
　民生委員の訪問活動を通して、無料でお渡
ししています。必要な方はお近くの民生委員
にお尋ねください。
＜T字杖、白杖＞　身体障害者手帳を交付されている視覚障害の
ある方に白杖、下肢・体幹障害で歩行困難な方にＴ字杖を支給
しています。（品川区からの受託事業）

◎紙おむつを宅配して支援します（要介護３以上）
　常時おむつを必要とする要介護 3～ 5の方（心身レベルが同
程度の障害者を含む）を対象に、在宅介護者の応援も込めて無料
で宅配しています。要介護 1、2の方は、民生委員にご相談くだ
さい。
　また1か月以上、長期入院された65歳以上の方に、入院時に支払っ
た紙おむつ代の一部（1か月につき上限 5,000 円）を助成します。所
得制限はありますが、介護度の要件はありません。（品川区からの受託
事業）

在宅介護で紙おむつが必要な方のために

認知症などにより判断能力に不安のある
方や知的・精神障害者の方々のために
●品川成年後見センターが支援します

子育て中の方に

高齢者等で住まいにお困りの方に

日常生活に手助けが必要な方に



品川区社会福祉協議会の活動と担当窓口

社会福祉法人
品川区社会福祉協議会

〒140-0014　品川区大井1-14-1  大井１丁目共同ビル2階
TEL.03-5718-7171　FAX.03-5718-7170
ホームページ  URL : http//shinashakyo.jp/

　社会福祉協議会の活動は、会費や寄付などによって支え
られています。昭和27年に設立された品川区の社会福祉
協議会は、民生委員が中心となって会員募集を行い、初年
度は2,129人の会員を募ることができました。この社会福
祉協議会の会員制度は今日でも社協の支えあいの原点をな
す重要な柱となっています。
　品川区社会福祉協議会は「支え愛のほっと・コミュニ
ティ」をスローガンに、地域の多くの方々に支えられ、品
川区役所をはじめとする、さまざまな機関と連携して地域
福祉事業を推進しています。そして会員制度は「地域のた

めに何かをしたい」という皆さまの気持ちを社協の事業を
通して地域にお届けする仕組みです。

◆庶務係　☎ 5718-7171　FAX. 5718-7170　
　品川区大井 1-14-1　大井１丁目共同ビル 2階
◆エールしながわ　☎ 5718-1273

◆品川ボランティアセンター
　☎ 5718-7172　FAX. 5718-0015　
　品川区大井 1-14-1　大井１丁目共同ビル 3階
・福祉ショップ「テルべ」：☎ 5742-2141
　イトーヨーカドー大井町店 6階

◆相互支援室　☎ 5718-7173　FAX. 5718-1274　
　品川区大井 1-14-1　大井１丁目共同ビル 2階
・さわやかサービス、おでかけサービス：☎ 5718-7173
・大井ファミリー・サポート・センター：☎ 5718-7185

◆品川成年後見センター　☎ 5718-7174　FAX. 6429-7600
　品川区大井 1-14-1　大井１丁目共同ビル 2階
◆あんしん居住サポート　☎ 6429-7337　FAX. 5718-0015

◆品川介護福祉専門学校　☎ 5498-6364　FAX. 5498-6367
　品川区西品川 1-28-3　中小企業センター 5階・6階

おおむね 55歳以上の求職者からの就業相談や職業紹介、そして求人
企業からの求人相談を無料で行っています。

◆サポしながわ　☎ 5498-6357　FAX. 5498-6358　
　品川区西品川 1-28-3　中小企業センター 1階

清掃事業（公園、学校）、リサイクル自転車作業、自主製品の製作を行っ
ています。

◆ふれあい作業所　
・ふれあい作業所西大井：☎ 3775-4585
　品川区西大井 4-9-9
・ふれあい作業所西品川：☎ 3787-5750
　品川区西品川 1-28-3　中小企業センター地下 1階

◆にじのひろば　
・にじのひろば戸越：☎ 3787-3757
　品川区戸越 6-8-20 3 階
・にじのひろば八潮：☎ 5755-9795　品川区八潮 5-3-8

社会福祉協議会（社協）とは
社会福祉協議会は、社会福祉法で定められた民間団体で、
公共性の高い福祉事業を行っている社会福祉法人です。国
と各都道府県、そして全国の区市町村に1か所ずつ設置さ
れ、行政とは違った民間の立場から、それぞれの地域の特
性に合わせて、多様な社会福祉活動を推進しています。

ボランティア活動、ほっとサロン、地域貢献ポイント事業

さわやかサービス、おでかけサービス、ファミリー・サポート

介護福祉士・社会福祉士の養成

成年後見制度（法定後見、任意後見）、市民後見人の養成、
あんしん居住サポート事業

杖の支給、紙おむつの宅配、生活資金等の貸付、各種福祉事業、
ひきこもり等の若者の社会参加支援事業

中高年の就業支援（無料職業紹介）

障害児日中一時支援事業（放課後サポート）

支え愛・ほっとステーション

Shinagawa City Council of Social Welfare

◎品川区社会福祉協議会

知的に障害のある方の通所作業所

  1. 品川第一 ☎ 6433-9133　  8. 荏原第一 ☎ 6421-5557
  2. 品川第二 ☎ 6433-0441　  9. 荏原第二 ☎ 6426-4110
  3. 大崎第一 ☎ 6421-7810　10.荏原第三 ☎ 6421-6542
  4. 大崎第二 ☎ 6303-9139　11.荏原第四 ☎ 6426-2464
  5. 大井第一 ☎ 6404-6878　12.荏原第五 ☎ 6426-2625
  6. 大井第二 ☎ 5728-9093　13.八潮　　 ☎ 5755-9828
  7. 大井第三 ☎ 6429-9637
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